
（様式２） 

特別顧問・特別参与が従事した職務の遂行に係る情報（事後公表） 

 

【担当課：副首都推進局 事業再編担当】 

議 題 副首都・大阪の実現に向けた取組について 

日 時 令和５年 11月７日（火） 11時 00分 ～ 11時 50分 

場 所 大阪府庁 会議室 

出 席 者 

(特別顧問・特別参与)： 

上山特別顧問、原特別顧問 

(職員等)： 

大阪府都市整備部技監兼政策企画部理事、理事兼政策企画部理事、

事業調整室参事兼企画室政策課参事、事業企画課参事、課長補佐、

主査、主事 

交通戦略室交通計画課長兼事業企画課参事 

大阪府政策企画部企画室政策課長兼事業企画課参事 

大阪府スマートシティ戦略部特区推進課長兼事業企画課参事 

副首都推進局事業再編担当課長、担当課長代理 

大阪市デジタル統括室スマートシティ推進担当課長 

大阪市経済戦略局特区担当課長 

大阪市計画調整局交通政策課長 

論 点 規制改革（ライドシェア）について 

主 な 意 見 

・大阪・関西万博の開催時だけでなく、大阪府・大阪市が考えるラ

イドシェアのあるべき将来像も示していく必要があるのではない

か。 

・今後、有識者での会議を開催するにあたり、タクシー業界や事業

者、有識者など幅広い方に現状や意見など発言いただいた方がい

いのではないか。 

結 論 特別顧問のご意見を踏まえ、引き続き検討を進める。 

説明等資料 
 

備 考 
当該打ち合わせは、インターネットを通じたテレビ会議システムを

活用して開催 

関 係 部 局 

（ 室 課 ） 

 

 


